
 
 

平成２２年度 第１回 地域密着型専門委員会 会議要旨  
 
 
１ 報告 

・報告事項 
（１）地域密着型サービス事業所の指定状況について 
（２）地域密着型サービスの指導状況等について 
 

・議 事 
（１）地域密着型サービス事業所の新規指定について（計３事業所） 
（（介護予防）認知症対応型通所介護事業所(1)、小規模多機能型居宅介護(2)） 
（２）地域密着型サービス事業所の指定更新について（計１２事業所） 
（（介護予防）認知症対応型通所介護事業所(２)、認知症対応型共同生活介護事業所(10)） 
 

 
２ 開催日時 

平成２２年６月２８日（月）１８：３０～２０：３０ 
 
３ 開催場所 

本庁舎９階 ９１会議室 
 
４ 出席者名 
   委 員  中村委員長、伊藤委員、小川委員、中野委員、野村委員、丸林委員 
   事務局  介護保険・健康づくり担当部長、事業者支援担当課長  
        介護保険課長、他６名 

関係課  監査指導課長、監査指導課介護保険事業者監査指導担当係長２名、総務
課計画係長 

 
５ 副専門委員長の選任 
   「北九州市高齢者介護の質の向上委員会設置要綱第８条第４項」により、副専門委
員長を、専門委員長が指名する。中野委員を指名。 

 
６ 会議の非公開理由 

委員会は、不開示情報 (北九州市情報公開条例第 7 条)に該当する事項について意
見交換するため、非公開とする。 

 
７ 議事の概要 
議事１ 地域密着型サービス事業所の新規指定について 
（１） 事務局説明 

（介護予防）認知症対応型通所介護１事業所、小規模多機能型居宅介護２事業所
について説明。 



 
（２） 委員意見 
 ①事業所概要に記載されていることを日常業務をとおして実践し、介護サービスの
質の向上と確保に継続的に努めること。 
②小規模多機能型居宅介護事業所でマニュアルの整備に差があるので、基準に定め
られているマニュアルだけでなく必要なものについては整備すること。 

 
（３） 結果 

上記②については事業所が整備していたため、上記①の条件付きで（介護予防）
認知症対応型通所介護１事業所、小規模多機能型居宅介護２事業所の新規指定につ
いて委員会通過した。 
 

 議事２ 地域密着型サービス事業所の指定更新について 
（１）事務局説明 

（介護予防）認知症対応型通所介護２事業所、（介護予防）認知症対応型共同生
活介護１０事業所、 計１２事業所について説明。 

 
（２）委員意見 

①指導監査において指摘・指導を受けた事業所については、早急に問題点の改善を
図るとともに、再発の防止に努めること。 
②第三者評価において、運営上の課題の指摘を受けた事業所については、早急に課
題解決を図ること。 
③事業所概要に記載されていることを日常業務をとおして実践し、介護サービスの
質の向上と確保に継続的に努めること。 
④地域との連携をより密接に行うよう具体化し、連携活動を持続させること。 
 

（３）結果 
上記①～④の条件付きで（介護予防）認知症対応型通所介護事業所、（介護予防）
認知症対応型共同生活介護事業所計１２事業所の指定更新について委員会通過し
た。 

 
 


